
岡山県計量法関係手数料

６　計量証明検査 R8.4.1

現　　行 改　　訂

 

１,４７０円 １,５５０円

２,０００円 ２,１２０円

２,３２０円 ２,４５０円

３,３７０円 ３,５６０円

２６０円 ２７０円

５２０円 ５５０円

９４０円 ９９０円

１,５７０円 １,６６０円

２,２９０円 ２,４１０円

３,８４０円 ４,０６０円

７,１６０円 ７,５８０円

１１,３５０円 １２,０００円

１５,８６０円 １６,７５０円

２０,２９０円 ２１,４００円

２３,０６０円 ２４,２９０円

３１,９２０円 ３３,５４０円

ひょう量が５０トンを超えるもの

１０円 １０円

 ２４,５９０円 ２５,５１０円

３９,７５０円 ４１,５６０円

３４,６７０円 ３６,１８０円

 １００,３３０円 １０４,３１０円

１３４,０５０円 １４０,０４０円

９９,９２０円 １０３,８８０円

１１１,３３０円 １１５,９７０円

１０５,６２０円 １０９,９２０円

１２１,５００円 １２６,７４０円

１０６,５６０円 １１０,９１０円

１１３,４１０円 １１８,１７０円

２７,２９０円 ２８,３６０円

３　騒音計

(1) ジルコニア式酸素濃度計又は磁気式酸素濃度計

　最小の目量（隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。）又は表記された感量（質量計が反応することができる質
量の最小の変化をいう。）がひょう量の１万分の１未満のものにあっては、(1)から(3)までに掲げる金額の２倍の額とする。

２　分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり

ひょう量が５００㎏以下のもの

ひょう量が１トン以下のもの

ひょう量が２トン以下のもの

ひょう量が５トン以下のもの

ひょう量が１０トン以下のもの

ひょう量が２０トン以下のもの

ひょう量が３０トン以下のもの

ひょう量が４０トン以下のもの

ひょう量が５０トン以下のもの

　３１,９２０円に、ひょう量１０トンまで
を増すごとに３１,９２０円の５分の１
の額を加えた額。ただし、その額に１
００円未満の端数があるときは、そ
の端数金額を切り捨てた額

　３３,５４０円に、ひょう量１０トンまで
を増すごとに３３,５４０円の５分の１
の額を加えた額。ただし、その額に１
００円未満の端数があるときは、そ
の端数金額を切り捨てた額

　(3)に掲げる濃度計と(4)に掲げる濃度計とが構造上一体となっているものにあっては、(3)に掲げる金額と(4)に掲げる金額とを合算して得
た額から(4)に掲げる金額の２分の１の額を減額するものとする。
　(5)から(7)までに掲げる濃度計で二以上の検出部を有するものにあっては、検出部が一増すごとに、(5)から(7)までに掲げる金額の２分の
１の額を加算するものとする。ただし、その額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
　(3)から(8)までに掲げる濃度計で四以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が三を超えて一増すごとに、(3)から(8)までに掲げ
る金額にそれぞれ(3)から(8)までに掲げる金額の５分の１の額を加算するものとする。ただし、その額に百円未満の端数があるときは、その
端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 使用最大周波数が８０００Hz以下のもの

(2) 使用最大周波数が８０００Hzを超えるもの

(7) 非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計

(8) 化学発光式窒素酸化物濃度計

(9) ガラス電極式水素イオン濃度指示計

(5) 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計

(2) 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計

(3) 紫外線式二酸化硫黄濃度計

(4) 紫外線式窒素酸化物濃度計

(6) 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計

４　振動レベル計

５　濃度計

ひょう量が２５０㎏以下のもの

金　　　　額

ひょう量が１００㎏以下のもの

ひょう量が２５０㎏以下のもの

ひょう量が５００㎏以下のもの

ひょう量が５００㎏を超えるもの

(2) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの

ひょう量が１００㎏以下のもの

区　　　　　　　　分

１　非自動はかり

(1) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が１トン以下のもの

(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの


